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(57)【要約】
【課題】ラッチの動作によって作動するプッシャを設置
することで、コンパクトな外形を保ちつつ、電気部品毎
に外形寸法にばらつきがあるものに対して、所定位置に
位置決めすることができる電気部品用ソケットを提供す
る。
【解決手段】電気部品２を収容する収容部２６と、コン
タクトピン５０と、軸４１ａを中心に回動することで開
閉動作を行って閉じた状態で電気部品２の上面５を押圧
するラッチ４１とを有するソケット本体２０と、ラッチ
４１の開閉動作を操作する操作部材３０とが設けられた
電気部品用ソケット１０において、ラッチ４１の開閉動
作によって移動させられて、ラッチ４１が閉じたときに
、収容部２６に収容された電気部品２の側面６を押圧し
て電気部品２の位置決めをするプッシャ６１を有してお
り、プッシャ６１が、ラッチ４１の軸４１ａより収容部
２６の中心側に配設されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品を収容する収容部と、該収容部に収容された前記電気部品の端子に電気的に接
続されるコンタクトピンと、軸を中心に回動することで開閉動作を行って閉じた状態で前
記電気部品の上面を押圧するラッチとを有するソケット本体と、
　該ソケット本体に対して上下動自在に設けられて前記ラッチの開閉動作を操作する操作
部材と、
が設けられた電気部品用ソケットにおいて、
　前記ラッチの開閉動作によって移動させられて、前記ラッチが閉じたときに、前記収容
部に収容された前記電気部品の側面を押圧して前記電気部品の位置決めをするプッシャを
有しており、
　前記プッシャが、前記ラッチの前記軸より前記収容部の中心側に配設されていることを
特徴とする電気部品用ソケット。
【請求項２】
　前記ラッチが前記電気部品の前記上面を押圧する前に、前記プッシャで前記電気部品の
前記側面を押圧するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の電気部品用
ソケット。
【請求項３】
　前記プッシャを前記収容部の中心方向に向かって付勢する付勢手段を有しており、
　前記ラッチが開く方向に回動するにつれて、前記ラッチに設けられた作用部が前記プッ
シャに設けられた被作用部に係合して、前記付勢手段の付勢力に抗して前記プッシャを前
記収容部の外側方向に向かって引っ張り、
　前記ラッチが閉じる方向に回動するにつれて、前記作用部による前記被作用部への係合
が解除されて、前記付勢手段の付勢力によって前記プッシャが前記収容部の前記中心方向
に向かって移動するように構成されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の電気部品
用ソケット。
【請求項４】
　前記収容部は略方形状を呈しており、
　前記ラッチは前記収容部の両側部に対向して設けられており、一方の前記ラッチ側に前
記プッシャが設けられており、前記ラッチが閉じる方向に回動したときに、前記付勢手段
の付勢力によって前記プッシャが前記電気部品の前記側面を前記収容部の前記中心方向に
押圧するように構成されており、
　前記ラッチが設けられた前記収容部の前記両側部と略直交する方向の前記収容部の両側
部の一方に、前記操作部材の上下動によって移動させられる第２プッシャが設けられてお
り、該第２プッシャを前記プッシャと略直交する方向で前記収容部の中心方向に向かって
付勢する第２付勢手段が設けられており、
　前記操作部材が下降すると、該操作部材に設けられた第２作用部が前記第２プッシャに
設けられた第２被作用部に係合して、前記第２付勢手段の付勢力に抗して前記第２プッシ
ャを前記収容部の外側方向に向かって押し出し、前記電気部品の前記側面から前記第２プ
ッシャを離間させ、
　前記操作部材が上昇すると、前記第２作用部による前記第２被作用部への係合が解除さ
れて、前記第２付勢手段の付勢力によって前記第２プッシャが前記収容部の前記中心方向
に向かって移動し、前記電気部品の前記側面を押圧するように構成されており、
　前記操作部材を上昇させて前記ラッチを閉じる方向に回動させたときに、前記付勢手段
と前記第２付勢手段とで前記プッシャと前記第２プッシャを略直交する方向に移動させて
前記電気部品の前記側面を押圧して、前記電気部品の片寄せを行って位置決めするように
構成されていることを特徴とする請求項３に記載の電気部品用ソケット。
【請求項５】
　前記収容部は略方形状を呈しており、
　前記ラッチは、前記収容部の両側部に対向して設けられると共に、それらと略直交する
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方向の前記収容部の両側部にも対向して設けられており、
　前記収容部の略直交する方向の前記両側部のそれぞれ一方の前記ラッチ側に前記プッシ
ャが設けられており、
　それぞれの前記ラッチが閉じる方向に回動したときに、それぞれの前記プッシャを付勢
する前記付勢手段それぞれの付勢力によってそれぞれの前記プッシャを略直交する方向に
移動させて、前記電気部品の前記側面を略直交する前記収容部の前記中心方向に押圧して
、前記電気部品の片寄せを行って位置決めするように構成されていることを特徴とする請
求項３に記載の電気部品用ソケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体装置（以下「ＩＣパッケージ」という）等の電気部品に電気的に接
続される電気部品用ソケットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の電気部品用ソケットとしては、コンタクトピンが配置されたＩＣソケッ
トが知られている。このようなＩＣソケットの中には、配線基板上に配置されると共に、
検査対象であるＩＣパッケージが収容部に収容され、ラッチでＩＣパッケージの上面を押
さえることで、このＩＣパッケージの端子と、配線基板の電極とが、コンタクトピンを介
して電気的に接続されるものがある。そして、このような状態で導通試験等の試験を行う
ものである。
【０００３】
　ところで、試験を行うＩＣパッケージの中には、その大きさにばらつきがあるものがあ
り、そのまま試験を行おうとすると、収容部の中でガタついて接触不良が生じ、正常な試
験を行うことができない場合があった。そこで、ラッチの開閉動作を操作する操作部材を
使ってプッシャを移動させて収容部に収容されたＩＣパッケージを押圧し、当該ＩＣパッ
ケージの位置決めを行うものが提案されていた（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０２３１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ラッチの開閉動作を操作する操作部材を使ってプッシャを移動させて収
容部に収容されたＩＣパッケージの位置決めを行う場合には、プッシャを設置するにあた
ってラッチの配置箇所を避ける必要があり、設置箇所に制限があった。また、ラッチを避
けてプッシャを設置しようとすると、その分だけプッシャ設置の為の箇所が必要となり、
ＩＣソケットが大型化してしまう虞があった。
【０００６】
　そこで、この発明は、ラッチの開閉動作を操作する操作部材の動作でなくラッチの動作
によって作動するプッシャを設置することで、コンパクトな外形を保ちつつ、電気部品（
ＩＣパッケージ）毎に外形寸法にばらつきがあるものに対して、所定位置に位置決めする
ことができる電気部品用ソケット（ＩＣソケット）を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を達成するために、請求項１に記載の発明は、電気部品を収容する収容部と
、該収容部に収容された前記電気部品の端子に電気的に接続されるコンタクトピンと、軸
を中心に回動することで開閉動作を行って閉じた状態で前記電気部品の上面を押圧するラ
ッチとを有するソケット本体と、該ソケット本体に対して上下動自在に設けられて前記ラ
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ッチの開閉動作を操作する操作部材と、が設けられた電気部品用ソケットにおいて、前記
ラッチの開閉動作によって移動させられて、前記ラッチが閉じたときに、前記収容部に収
容された前記電気部品の側面を押圧して前記電気部品の位置決めをするプッシャを有して
おり、前記プッシャが、前記ラッチの前記軸より前記収容部の中心側に配設されている電
気部品用ソケットとしたことを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明に加えて、前記ラッチが前記電
気部品の前記上面を押圧する前に、前記プッシャで前記電気部品の前記側面を押圧するよ
うに構成されている電気部品用ソケットとしたことを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明に加えて、前記プッシャ
を前記収容部の中心方向に向かって付勢する付勢手段を有しており、前記ラッチが開く方
向に回動するにつれて、前記ラッチに設けられた作用部が前記プッシャに設けられた被作
用部に係合して、前記付勢手段の付勢力に抗して前記プッシャを前記収容部の外側方向に
向かって引っ張り、前記ラッチが閉じる方向に回動するにつれて、前記作用部による前記
被作用部への係合が解除されて、前記付勢手段の付勢力によって前記プッシャが前記収容
部の前記中心方向に向かって移動するように構成された電気部品用ソケットとしたことを
特徴とする。
【００１０】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の発明に加えて、前記収容部は略方形
状を呈しており、前記ラッチは前記収容部の両側部に対向して設けられており、一方の前
記ラッチ側に前記プッシャが設けられており、前記ラッチが閉じる方向に回動したときに
、前記付勢手段の付勢力によって前記プッシャが前記電気部品の前記側面を前記収容部の
前記中心方向に押圧するように構成されており、前記ラッチが設けられた前記収容部の前
記両側部と略直交する方向の前記収容部の両側部の一方に、前記操作部材の上下動によっ
て移動させられる第２プッシャが設けられており、該第２プッシャを前記プッシャと略直
交する方向で前記収容部の中心方向に向かって付勢する第２付勢手段が設けられており、
前記操作部材が下降すると、該操作部材に設けられた第２作用部が前記第２プッシャに設
けられた第２被作用部に係合して、前記第２付勢手段の付勢力に抗して前記第２プッシャ
を前記収容部の外側方向に向かって押し出し、前記電気部品の前記側面から前記第２プッ
シャを離間させ、前記操作部材が上昇すると、前記第２作用部による前記第２被作用部へ
の係合が解除されて、前記第２付勢手段の付勢力によって前記第２プッシャが前記収容部
の前記中心方向に向かって移動し、前記電気部品の前記側面を押圧するように構成されて
おり、前記操作部材を上昇させて前記ラッチを閉じる方向に回動させたときに、前記付勢
手段と前記第２付勢手段とで前記プッシャと前記第２プッシャを略直交する方向に移動さ
せて前記電気部品の前記側面を押圧して、前記電気部品の片寄せを行って位置決めするよ
うに構成されている電気部品用ソケットとしたことを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の発明に加えて、前記収容部は略方形
状を呈しており、前記ラッチは、前記収容部の両側部に対向して設けられると共に、それ
らと略直交する方向の前記収容部の両側部にも対向して設けられており、前記収容部の略
直交する方向の前記両側部のそれぞれ一方の前記ラッチ側に前記プッシャが設けられてお
り、それぞれの前記ラッチが閉じる方向に回動したときに、それぞれの前記プッシャを付
勢する前記付勢手段それぞれの付勢力によってそれぞれの前記プッシャを略直交する方向
に移動させて、前記電気部品の前記側面を略直交する前記収容部の前記中心方向に押圧し
て、前記電気部品の片寄せを行って位置決めするように構成されている電気部品用ソケッ
トとしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、ラッチの開閉動作によって移動させられてラッチが閉
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じたときに電気部品の側面を押圧して位置決めをするプッシャを有しており、プッシャが
ラッチの軸より収容部の中心側に配設されていることで、コンパクトな外形を保ちつつ、
電気部品毎に外形寸法にばらつきがあるものに対して、所定位置に位置決めすることがで
きる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明によれば、プッシャが電気部品の側面を押圧して位置決めを完了
してから、ラッチで電気部品の上面を押圧するように構成されていることで、スムーズに
電気部品の位置決めから保持までを行うことができる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明によれば、プッシャの押す動作を付勢手段の付勢力を用いて行い
、プッシャの引く動作をラッチの動作を利用して行うことで、プッシャの動作を円滑に行
うことができる。
【００１５】
　請求項４に記載の発明によれば、電気部品に対して対向する両側の上面を押圧するラッ
チを有している場合に、ラッチが閉じる方向に回動することで電気部品を収容部の中心方
向に押圧するプッシャと、操作部材の上昇によって電気部品を収容部のプッシャが押圧す
る方向と略直交する方向に押圧する第２プッシャとで、片寄せを行うようになっているた
め、片寄せを確実に行うことができる。
【００１６】
　請求項５に記載の発明によれば、電気部品に対してその周囲の４辺全ての側の上面を押
圧するラッチを有している場合に、ラッチが閉じる方向に回動することで電気部品を収容
部の略直交する方向の中心方向に押圧する２つのプッシャを有しているため、コンパクト
かつラッチの動作に応じて片寄せを確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明の実施の形態に係るＩＣソケットを示す平面図である。
【図２】同実施の形態に係るＩＣソケットにおける図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】同実施の形態に係るＩＣソケットにおける図１のＢ－Ｂ断面図でラッチの閉状態
を示す図である。
【図４】同実施の形態に係るＩＣソケットにおける図１のＢ－Ｂ断面図でラッチの開閉中
の状態を示す図である。
【図５】同実施の形態に係るＩＣソケットにおける図１のＢ－Ｂ断面図でラッチの開状態
を示す図である。
【図６】同実施の形態に係るＩＣソケットにおける第１ラッチを示す単品斜視図である。
【図７】同実施の形態に係るＩＣソケットにおけるプッシャを示す単品斜視図である。
【図８】同実施の形態で使用するＩＣパッケージを示す（ａ）裏面図及び（ｂ）正面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、この発明の実施の形態について説明する。
【００１９】
　図１～図８には、この発明の実施の形態を示す。
【００２０】
　この実施の形態の「電気部品用ソケット」としてのＩＣソケット１０は、図１～図５に
示すように、配線基板１上に配置され、上面に「電気部品」としてのＩＣパッケージ２が
収容されて、配線基板１の電極（図示省略）とＩＣパッケージ２の端子４に接触して両者
を電気的に接続させるように構成されている。そして、このＩＣソケット１０は、例えば
ＩＣパッケージ２に対するバーンイン試験等の導通試験の試験装置などに用いられる。
【００２１】
　この実施の形態のＩＣパッケージ２は、主にセラミックで形成されたものであり、図８
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に示すように、略方形状のパッケージ本体３の下面８の所定位置に、複数の端子４が設け
られている。また、パッケージ本体３の側面６に複数の凹部５が設けられている。この実
施の形態では、パッケージ本体３の２つの長辺に凹部５が２つずつ設けられており、パッ
ケージ本体３の２つの短辺に凹部５が１つずつ設けられている。なお、この実施の形態の
ＩＣパッケージ２は、パッケージ本体３の大きさ及び形状が各ＩＣパッケージ２でばらつ
きがあるものであり、その中で凹部５の位置関係と大きさについては、比較的ばらつきが
小さい状態となっているものである。
【００２２】
　また、ＩＣソケット１０は、図２～図５に示すように、配線基板１上に配置されてＩＣ
パッケージ２を収容するように構成されたソケット本体２０と、ソケット本体の上方に配
置された枠形状の操作部材３０とを有している。
【００２３】
　このうち、ソケット本体２０は、ベース部２１とフローティング部２５とを有している
。また、ベース部２１からフローティング部２５に掛けて、ＩＣパッケージ２の端子４と
接触する複数のコンタクトピン５０が配設されている。
【００２４】
　さらに、ベース部２１には、開閉動作を行って閉じた状態（以下、閉状態という）で収
容されたＩＣパッケージ２の上面７を押さえて固定する第１ラッチ４１，第２ラッチ４５
が設けられている。また、このソケット本体２０の上方に、上下動させることで第１ラッ
チ４１，第２ラッチ４５の開閉動作を操作する操作部材３０が配設されている。
【００２５】
　詳述すると、ソケット本体２０は、図１に示すように、平面視略方形状を呈しており、
配線基板１上に配置されるベース部２１の上側にフローティング部２５が配設されており
、このフローティング部２５の上面に、ＩＣパッケージ２を収容する略方形状の収容部２
６を有している。フローティング部２５は、ベース部２１に対して上下動自在に構成され
ており、かつ、ベース部２１に対して付勢手段（図示省略）で上方に付勢された状態とな
っている。また、フローティング部２５の収容部２６の側の１つ（後述するプッシャ６１
が配設された側と対向する長辺側）には、２つのガイドピン２７が収容部２６の中央方向
に突出するように設けられている。また、フローティング部２５の収容部２６の側の他の
１つ（後述する第２プッシャ７１が配設された側と対向する短辺側）には、１つのガイド
ピン２８が収容部２６の中央方向に突出するように設けられている。これらガイドピン２
７，２８は、ＩＣパッケージ２の凹部５に挿入されるような位置に形成されており、その
長さが凹部５の奥行きよりも長く、その幅が凹部５の幅より小さく形成されている。
【００２６】
　また、コンタクトピン５０は、一端部５１が収容部２６に収容されたＩＣパッケージ２
の端子４に接触し、他端部５２が配線基板１の電極に接触して、双方を導通させるように
構成されており、フローティング部２５の上下動によって、一端部５１が上下動するよう
に構成されている。
【００２７】
　また、ベース部２１には、第１ラッチ４１，第２ラッチ４５が配設されている。この実
施の形態の第１ラッチ４１，第２ラッチ４５は、図１，図３～図５に示すように、収容部
２６を挟んで両側に対向する位置に、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５とを有する構成と
なっている。そして、後述する操作部材３０の上下動に応じて、第１ラッチ４１と第２ラ
ッチ４５とがソケット本体２０の所定位置に係合された軸４１ａ，４５ａを中心として回
動することで開閉動作を行うようになっており、これにより収容部２６を開いた状態（以
下、開状態という）と閉状態にさせるように構成されている。
【００２８】
　すなわち、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５の双方は、図３に示すように、第１ラッチ
４１と第２ラッチ４５とが内側に回動すると閉状態となって、収容部２６に収容されたＩ
Ｃパッケージ２の上面７を押圧する状態となり、図５に示すように、第１ラッチ４１と第
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２ラッチ４５とが外側に回動すると開状態となって、収容部２６にＩＣパッケージ２を収
容可能な状態又は収容部２６に収容されたＩＣパッケージ２の押圧を解除して取り出し可
能な状態となるように構成されている。
【００２９】
　以下、第１ラッチ４１，第２ラッチ４５についてさらに詳述する。なお、第１ラッチ４
１と第２ラッチ４５とは、略同形状で左右逆に配置されたものであるため、詳しい説明は
第１ラッチ４１のみについて行い、第２ラッチ４５の詳しい説明は省略する。
【００３０】
　図６に示すように、第１ラッチ４１には、略筒状の第１軸受部４３ａと、同じく略筒状
の第３軸受部４３ｃと、略板状の第２軸受部４３ｂとが略直線状に設けられている。また
、第１軸受部４３ａには第１貫通孔４３ｅ、第２軸受部４３ｂには第２貫通孔４３ｆ、第
３軸受部４３ｃには第３貫通孔４３ｇを有しており、これらの貫通孔４３ｅ，４３ｆ，４
３ｇに軸４１ａを貫通させるようになっている。
【００３１】
　このうち、中央の第２軸受部４３ｂの貫通孔４３ｆは、第２軸受部４３ｂが略板状であ
るため、両端の第１軸受部４３ａの第１貫通孔４３ｅと第３軸受部４３ｃの第３貫通孔４
３ｇより短い貫通孔に形成されている。また、中央の第２軸受部４３ｂは、両端の第１軸
受部４３ａと第３軸受部４３ｃより直径方向に幅広の略板状に形成されている。
【００３２】
　また、中央の第２軸受部４３ｂには、その両側の第１軸受部４３ａ側と第３軸受部４３
ｃ側の面に突出部４４を有している。この突出部４４は、図３～図６に示すように、第２
軸受部４３ｂの外周部４３ｄと面一となるように略円弧形状の外周面４４ｄを有している
。
【００３３】
　また、その裏面に有する「作用部」としての内周面４４ｃは、第２貫通孔４３ｆからの
長さが、収容部２６側の端部４４ａが最も長く、外側である操作部材３０側の端部４４ｂ
が最も短くなるような曲面形状に形成されている。そして、この突出部４４の内周面４４
ｃが、後述するプッシャ６１に形成された「被作用部」としての外周面６７に当接して、
第１ラッチ４１が開状態に回動していくことで、内周面４４ｃと外周面６７が摺動しつつ
、プッシャ６１を外側に引っ張るように構成されている。
【００３４】
　また、軸４１ａを貫通させる第１貫通孔４３ｅ，第２貫通孔４３ｆ，第３貫通孔４３ｇ
を有する第１軸受部４３ａ，第２軸受部４３ｂ，第３軸受部４３ｃのさらに外側位置（収
容部２６から離間した位置）には、後述する操作部材３０の押込部３１が上方から当接し
て下方に押し込むことで、第１ラッチ４１が開状態となるように作用する被押込部４２が
突出形成されている。
【００３５】
　また、図３～図５，図７に示すように、フローティング部２５の収容部２６における第
１ラッチ４１側の端部には、プッシャ６１を有している。このプッシャ６１は、収容部２
６の底面２６ａに沿って摺動し、収容部２６の中央方向（ここでは、図３の右側から左側
）に向けて、収容部２６に収容されたＩＣパッケージ２の側面６を押圧するように構成さ
れている。
【００３６】
　また、プッシャ６１は、第１ラッチ４１の軸４１ａより収容部２６の中心側に位置する
ように配置されており、「付勢手段」としての２つのスプリング６２（図１参照）を保持
する突部６３が、収容部２６の外側方向を向く面に２つ配設されている。このスプリング
６２は、プッシャ６１を収容部２６の中央方向に付勢するように、突部６３とフローティ
ング部２５に設けられた図示しない壁部の間に配設されている。
【００３７】
　また、突部６３の反対側の収容部２６の中心側を向く面には、ガイドピン６４が２つ設
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けられている。このガイドピン６４は、図８に示すＩＣパッケージ２の長辺に設けられた
２つの凹部５に挿入されるように構成されており、その長さは凹部５の奥行きよりも長く
形成されており、その幅は凹部５の幅より小さく形成されている。そして、当該２つのガ
イドピン６４が２つの凹部５に挿入された状態でプッシャ６１を移動させるようになって
いる。このとき、ガイドピン６４の幅が凹部５の幅より小さいため、ガイドピン６４に対
してＩＣパッケージ２が凹部５の幅方向に所定量動くように構成されている。
【００３８】
　また、プッシャ６１の突部６３よりも外側方向の所定位置には、プッシャ６１が最大限
外側に位置したときに第１軸受部４３ａと第３軸受部４３ｃが当接するラウンド形状の第
１当接部６５ａと第２当接部６５ｂが設けられている。また、第１当接部６５ａと第２当
接部６５ｂの対向する位置には、それぞれ内側方向に突部６６が設けられており、間には
第２軸受部４３ｂが挿通可能な間隙６７が設けられている。
【００３９】
　また突部６６の下側から収容部２６の中央方向に向けて「被作用部」としての外周面６
８が形成されている。この外周面６８に第１ラッチ４１の突部４４の「作用部」としての
内周面４４ｃが当接し、摺動するようになっている。
【００４０】
　また、図２に示すように、フローティング部２５の収容部２６における第１ラッチ４１
と第２ラッチ４５を有しない側の端部の一方（ここでは図１の下側、図２の左側）には、
第２プッシャ７１を有している。この第２プッシャ７１は、後述する操作部材３０の上下
動によって収容部２６の底面２６ａに沿って摺動し、収容部２６の中央方向（ここでは、
図２の左側から右側）に向けて、収容部２６に収容されたＩＣパッケージ２の側面６を押
圧するように構成されている。
【００４１】
　また、「第２付勢手段」としての第２スプリング７２（図２参照）が設けられており、
第２プッシャ７１を収容部２６の中央方向に付勢するように、図示しない第２プッシャ７
１の一部とフローティング部２５の図示しない壁部の間に配設されている。なお、この実
施の形態では、２つの第２スプリング７２を有する構成となっている。
【００４２】
　また、第２プッシャ７１は、収容部２６の中心側を向く面の中央部に、ガイドピン７４
が１つ設けられている。このガイドピン７４は、図８に示すＩＣパッケージ２の短辺に設
けられた１つの凹部５に挿入されるように構成されており、その長さは凹部５の奥行きよ
りも長く形成されており、その幅は凹部５の幅より小さく形成されている。そして、当該
１つのガイドピン７４が１つの凹部５に挿入された状態で第２プッシャ７１を移動させる
ようになっている。このとき、ガイドピン７４の幅が凹部５の幅より小さいため、ガイド
ピン７４に対してＩＣパッケージ２が凹部５の幅方向に所定量動くように構成されている
。
【００４３】
　また、第２プッシャ７１の外側方向の所定位置には、後述する操作部材３０の作用部３
３が当接、摺動する被作用部７５が設けられている。
【００４４】
　また、ソケット本体２０の上方には、枠形状の操作部材３０が、ソケット本体２０に対
して上下動するように配設されており、付勢手段（図示省略）によってソケット本体２０
に対して上方に付勢された状態に構成されている。
【００４５】
　また、操作部材３０の下部には、図３～図５に示すように、ラウンド形状の押込部３１
，３２が設けられている。この押込部３１，３２は、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５の
被押込部４２，４６に上方から当接する位置に設けられている。そして、操作部材３０の
付勢手段の付勢力に抗して押込部３１，３２が被押込部４２，４６に当接した状態でその
まま下方に押し込まれることで、ラウンド形状の押込部３１，３２の形状に沿って被押込
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部４２，４６が外側に移動するようになっており、その結果、第１ラッチ４１と第２ラッ
チ４５の付勢手段の付勢力に抗して軸４１ａ，４５ａを中心として第１ラッチ４１と第２
ラッチ４５を外側に回動させて開状態にさせるように構成されている。
【００４６】
　また、操作部材３０は、図示しない付勢手段によってソケット本体２０に対して上方に
付勢されているため、下方への押し込みを解除すると、操作部材３０が上方に付勢されて
押込部３１，３２が被押込部４２，４６から離間して被押込部４２，４６への押圧が解除
される。その後、操作部材３０の突起３５，３６が被押込部４２，４６に当接し、下から
持ち上げることにより、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５は軸４１ａ，４５ａを中心とし
て内側に回動し、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５が閉状態を維持するように構成されて
いる。
【００４７】
　また、操作部材３０には、図２に示すように、第２プッシャ７１の被作用部７５に上側
から当接する作用部３３を有している。この作用部３３が、二点鎖線で示すように下降し
ていって、被作用部７５に当接し、さらに下方に押し込むことで、作用部３３が被作用部
７５に対して摺動しつつ当該被作用部７５を外側方向に押し出し、位置決め押圧部７０の
第２プッシャ７１を外側にスライド移動させるように構成されている。
【００４８】
　次に、かかる構成のＩＣソケット１０の作用について説明する。
【００４９】
　まず、図３→図４→図５の順に示すように、付勢手段の付勢力に抗して操作部材３０を
押し下げて押込部３１，３２で第１ラッチ４１の被押込部４２と第２ラッチ４５の被押込
部４６を押し込む。すると、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５が外側に回動して開いて、
収容部２６を開放させた開状態となる。この状態で、図示しない自動機等で収容部２６に
ＩＣパッケージ２を収容する。このとき、ＩＣパッケージ２のそれぞれの凹部５がガイド
ピン２７，２８，６４，７４に挿入されるように収容する。
【００５０】
　次に、図５→図４→図３の順に示すように、操作部材３０の押圧を解除して付勢手段の
付勢力によって操作部材３０を上方に移動させる。すると、押込部３１，３２の被押込部
４２，４６への押圧が解除され、その後、操作部材３０の突起３５，３６が被押込部４２
，４６に当接し、下から持ち上げることにより、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５は軸４
１ａ，４５ａを中心として内側に回動し、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５が閉状態とな
る方向に回動する。
【００５１】
　さらに、スプリング６２の付勢力によって、その突出部４４の第２貫通孔４３ｆ側の内
周面４４ｃが、プッシャ６１の外周面６７に対して、太い外側の端部４４ｂから細い収容
部２６側の端部４４ａに移行して行くに連れて、第１ラッチ４１の突出部４４の内周面４
４ｃとプッシャ６１の外周面６７との係合が解除されて、プッシャ６１の収容部２６の外
側方向への押圧が解除され、最終的にその突出部４４の第２貫通孔４３ｆ側の内周面４４
ｃが、プッシャ６１の外周面６７の下側から離間し、スプリング６２の収容部２６の中央
方向への付勢力によって、プッシャ６１がＩＣパッケージ２の側面６を押圧する。
【００５２】
　そのとき、ガイドピン２７，２８，６４，７４がＩＣパッケージ２の凹部５に挿入され
た状態となっており、所定の幅の余裕があるため、プッシャ６１の押圧により、ＩＣパッ
ケージ２が収容部２６の反対側の壁面方向に寄せられる。
【００５３】
　また、同様に、操作部材３０が上方に移動するにつれて、第２プッシャ７１の被作用部
７５から作用部３３が離間し、第２スプリング７２の収容部２６の中央方向への付勢力に
よって、第２プッシャ７１がＩＣパッケージ２の側面６を押圧する。そのとき、ガイドピ
ン２７，２８，６４，７４がＩＣパッケージ２の凹部５に挿入された状態となっており、
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所定の幅の余裕があるため、第２プッシャ７１の押圧により、ＩＣパッケージ２が収容部
２６の反対側の壁面方向に寄せられる。
【００５４】
　これらにより、ＩＣパッケージ２を略直交する二方向で一方側から他方側に寄せて片寄
せを行い、その結果、位置決めが行われる。
【００５５】
　その後、操作部材３０の突起３５，３６が被押込部４２，４６を下からさらに持ち上げ
ることにより、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５は軸４１ａ，４５ａを中心として内側に
さらに回動し、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５がＩＣパッケージ２の上面７を押圧し、
閉状態を維持する。また、この第１ラッチ４１と第２ラッチ４５の押圧力により、フロー
ティング部２５が一定量下方に沈み込み、コンタクトピン５０とＩＣパッケージ２との接
圧が高められる。
【００５６】
　このとき、操作部材３０の突起３５，３６が被押込部４２，４６に当接し、下から持ち
上げることにより、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５が軸４１ａ，４５ａを中心として内
側に回動し、第１ラッチ４１，第２ラッチ４５がＩＣパッケージ２の上面７に当接して押
圧することで、一定の力でＩＣパッケージ２の上面７を押圧することができるようになっ
ている。
【００５７】
　このようにして、片寄せによる位置決めをして、試験を行う。
【００５８】
　また、試験後は、再び、図３→図４→図５の順に示すように、付勢手段に抗して操作部
材３０を押し下げて押込部３１，３２で第１ラッチ４１の被押込部４２と第２ラッチ４５
の被押込部４６を押し込む。これにより、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５を外側に回動
させ、収容部２６を開放させた開状態とし、図示しない自動機等で収容部２６からＩＣパ
ッケージ２を取り出す。
【００５９】
　このとき、押込部３１，３２が被押込部４２，４６を押圧し、付勢手段の付勢力に抗し
て第１ラッチ４１と第２ラッチ４５が開く方向に回動するため、ＩＣパッケージ２の上面
７から第１ラッチ４１と第２ラッチ４５が離間し、それに伴ってＩＣパッケージ２を収容
部２６に収容したフローティング部２５への押圧が解除されてフローティング部２５が付
勢手段によって上方に移動する。
【００６０】
　この状態で、さらに第１ラッチ４１が開く方向に回動すると、その突出部４４の第２貫
通孔４３ｆ側の内周面４４ｃが、プッシャ６１の外周面６７に下側から当接して摺動し、
細い収容部２６側の端部４４ａから徐々に太い外側の端部４４ｂに移行して行くに連れて
、プッシャ６１を収容部２６の外側方向に押圧し、スプリング６２の収容部２６の中央方
向への付勢力に抗して、プッシャ６１がＩＣパッケージ２から離間するように作用する。
【００６１】
　また、同様に、操作部材３０を下方に押し込むにつれて、第２プッシャ７１の被作用部
７５に操作部材３０の作用部３３が当接し、さらに押し込むことで両者が摺動しつつ、ス
プリング７２の収容部２６の反対方向への付勢力に抗して、作用部３３が被作用部７５を
外側方向に押し出す。これにより、第２プッシャ７１がＩＣパッケージ２の側面６から離
間し、第２プッシャ７１による押圧が解除され、位置決めが解除される。
【００６２】
　このように、第１ラッチ４１と第２ラッチ４５の押圧が解除され、プッシャ６１と第２
プッシャ７１のそれぞれの位置決めが解除されることで、ＩＣパッケージ２が取り出せる
状態となる。
【００６３】
　この実施の形態によれば、第１ラッチ４１の開閉動作によって移動させられて第１ラッ
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チ４１が閉じたときにＩＣパッケージ２を押圧するプッシャ６１を有しており、プッシャ
６１が第１ラッチ４１の軸４１ａより収容部２６の中心側に配設されていることで、プッ
シャ６１が外側に突出せずにコンパクトな外形を保ちつつ、ＩＣパッケージ２毎に外形寸
法にばらつきがあるものに対して、位置決めを確実に行うことができ、その結果、ＩＣパ
ッケージ２との接触不良を防止して、正常な試験を行うことができる。
【００６４】
　また、この実施の形態によれば、プッシャ６１がＩＣパッケージ２の側面６を押圧して
位置決めを完了してから、第１ラッチ４１でＩＣパッケージ２の上面５を押圧するように
構成されていることで、スムーズにＩＣパッケージ２の位置決めから保持までを行うこと
ができる。
【００６５】
　また、この実施の形態によれば、プッシャ６１の押す動作をスプリング６２の付勢力を
用いて行い、プッシャ６１の引く動作を第１ラッチ４１の動作を利用して行うことで、プ
ッシャ６１の動作を円滑に行うことができる。
【００６６】
　また、この実施の形態によれば、ＩＣパッケージ２に対して対向する両側の上面７を押
圧する第１ラッチ４１と第２ラッチ４５を有している場合に、第１ラッチ４１が閉じる方
向に回動することでＩＣパッケージ２を収容部２６の中心方向に押圧するプッシャ６１と
、操作部材３０の上昇によってＩＣパッケージ２を収容部２６のプッシャ６１が押圧する
方向と略直交する方向に押圧する第２プッシャ７１とで、片寄せを行うようになっている
ため、片寄せを確実に行うことができる。
【００６７】
　なお、本発明の「電気部品用ソケット」は、前記した実施の形態のような構造に限るも
のではなく、ＩＣソケット以外の他の装置等、他の構造のものにも適用できる。
【００６８】
　また、電気部品の形状や大きさ等は、前記した実施の形態のようなものに限るものでは
なく、他の異なる形状等の電気部品の位置決めに用いても良い。
【００６９】
　また、前記した実施の形態では、第１ラッチ４１，第２ラッチ４５が収容部２６の両側
部に対向して設けられて構成されており、第１ラッチ４１，第２ラッチ４５が配設された
収容部２６の両側と直交する両側にはラッチが設けられていなかったが、これに限るもの
ではない。例えば、収容部は略方形状を呈しており、ラッチは、収容部の両側部に対向し
て設けられると共に、それらと略直交する方向の収容部の両側部にも対向して設けられて
おり、収容部の略直交する方向の両側部のそれぞれ一方のラッチ側にプッシャが設けられ
ており、それぞれのラッチが閉じる方向に回動したときに、それぞれのプッシャを付勢す
る付勢手段それぞれの付勢力によってそれぞれのプッシャを略直交する方向に移動させて
、電気部品の側面を略直交する収容部の中心方向に押圧して、電気部品の片寄せを行って
位置決めするように構成されていても良い。
【００７０】
　このような構成によれば、電気部品に対してその周囲の４辺全ての側の上面を押圧する
ラッチを有している場合に、ラッチが閉じる方向に回動することで電気部品を収容部の略
直交する方向の中心方向に押圧する２つのプッシャを有しているため、コンパクトかつラ
ッチの動作に応じて片寄せを確実に行うことができる。
【符号の説明】
【００７１】
　 1　配線基板
　 2　ＩＣパッケージ（電気部品）
　 4　端子
　 5　凹部
　 6　側面
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　 7　上面
　 8　下面
　10　ＩＣソケット（電気部品用ソケット）
　20　ソケット本体
　21　ベース部
　25　フローティング部
　26　収容部
　26a 底面
　30　操作部材
　41　第１ラッチ（ラッチ）
　41a,45a 軸
　44　突出部
　44c 内周面（作用部）
　45　第２ラッチ（ラッチ）
　50　コンタクトピン
　61　プッシャ
　62　スプリング（付勢手段）
　67　外周面（被作用部）
　71　第２プッシャ
　72　第２スプリング（第２付勢手段）

【図１】 【図２】
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